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衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
チ
ケ
ッ
ト
不
正
転
売
禁
止
法
の
解
釈
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
将
来
入
手
で
き
る
興
行
入
場
券
の
権
利
」
の
転
売
を
試
み
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い

た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
規
定
の
目
的
」
に
つ
い
て
は
、
特
定
興
行
入
場
券
の
不
正
転
売
の
禁
止
等
に
よ
る
興
行
入
場
券
の
適
正
な
流

通
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い

て
規
定
さ
れ
て
い
る
「
興
行
入
場
券
の
適
正
な
流
通
」
の
「
確
保
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
同
項
の
「
興
行
主
等
以
外
の
者
が
興
行
主
の
同
意
を
得
て
興
行
入
場
券
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
の
提
供

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
興
行
主
等
（
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
興
行
主
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
い
て
適
切
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
興
行
主
等
が
、
興
行
入
場
券
（
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
興
行
入
場
券
を
い
う
。
）
の
購
入
者
か
ら
不
要
と
な
っ
た
当
該
興
行
入
場
券
を
買
い
受
け
、
当
該
購
入
者
以
外

の
者
に
再
度
販
売
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一



三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
興
行
主
が
全
て
の
流
通
に
か
か
る
市
場
支
配
を
行
う
こ
と
や
拘
束
条
件
付
取
引
を
行
う
こ
と
」
の
具
体
的
に

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
公
正
取
引
委
員
会
で
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
厳
正
に
対
処
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


